
平
成

年
津
別
町
成
人
式
が
、
１
月

日
に
中
央

28

10

公
民
館
で
執
り
行
わ
れ
、
新
成
人

名
が
大
人
の
仲

43

間
入
り
を
し
ま
し
た
。

式
典
で
は
松
平
範
慶
教
育
委
員
長
の
式
辞
に
続
い

て
、
佐
藤
多
一
町
長
、
鹿
中
順
一
町
議
会
議
長
ら
来

賓
の
方
た
ち
か
ら
新
成
人
に
向
け
て
祝
辞
が
贈
ら
れ

ま
し
た
。
こ
れ
に
応
え
て
、
新
成
人
代
表
の
大
竹
駿

二
さ
ん
が
成
人
の
誓
い
を
読
み
上
げ
、
大
人
と
し
て

の
自
覚
と
決
意
を
述
べ
ま
し
た
。

北
見
室
内
管
弦
楽
団
に
よ
る
ミ
ニ
コ
ン
サ
ー
ト
や
、

小
中
学
校
時
代
の
恩
師
か
ら
の
お
祝
い
ビ
デ
オ
メ
ッ

セ
ー
ジ
の
披
露
も
あ
り
、
出
席
者
に
と
っ
て
心
に
残

る
成
人
式
と
な
り
ま
し
た
。

１
月
５
日
、
美
幌
・
津
別
広
域
事
務
組
合
津
別

消
防
署
と
津
別
消
防
団
に
よ
る
合
同
出
初
式
が
行

わ
れ
ま
し
た
。

津
別
消
防
署
前
で
開
会
式
を
行
い
、
続
い
て
消

防
署
員
並
び
に
消
防
団
員
が
、
消
防
車
や
救
急
車

な
ど
の
車
両
を
伴
い
役
場
庁
舎
前
を
観
閲
行
進
し

ま
し
た
。
こ
の
後
、
町
民
会
館
に
会
場
を
移
し
て

表
彰
状
の
伝
達

式
が
執
り
行
わ

れ
、
式
に
臨
ん

だ
消
防
署
員
・

団
員
た
ち
は
、

一
年
の
始
ま
り

に
あ
た
っ
て
火

事
や
災
害
か
ら

地
域
の
人
命
と

財
産
を
守
る
決

意
を
新
た
に
し

ま
し
た
。

平
成

年
津
別
町
成
人
式
を
開
催

28
名
が
大
人
の
仲
間
入
り

43

防
災
・
防
火
に
万
全
の
備
え
で

消
防
出
初
式
が
行
わ
れ
る

第

回
新
春
書
初
席
書
大
会
（
主

49

催

津
別
町
商
工
会
青
年
部
）
が
、

１
月
５
日
、
中
央
公
民
館
で
開
催
さ

れ
、
町
内
の
小
中
学
生
が
半
切
紙
を

前
に
腕
を
振
る
い
ま
し
た
。

参
加
者
は
、「
は
つ
ひ
」「
わ
か
く

さ
」「
早
春
の
光
」
な
ど
学
年
別
に
定

め
ら
れ
た
課
題
の
書
に
取
り
組
み
、

手
本
を
見
な
が
ら
丁
寧
な
筆
遣
い
で

仕
上
げ
て
行
き
ま
し
た
。

続
い
て
審
査
が
行
わ
れ
、
入
賞
作

品
は
網
走
信
金
津
別
支
店
、
北
見
信

金
津
別
支
店
、
津
別
郵
便
局
、
中
央

公
民
館
に
展
示
さ
れ
ま
し
た
。

新
年
へ
の
思
い
を
筆
に
込
め
て

第

回
新
春
書
初
席
書
大
会
開
催

49
１
月

日
、
地
域
お
こ
し
協
力

１４

隊
員
と
し
て
着
任
し
た
藤
原

世
利
子
さ
ん
に
、
佐
藤
町
長
か
ら

よ
り
こ

辞
令
が
交
付
さ
れ
ま
し
た
。

藤
原
さ
ん
は
岡
山
県
の
出
身
。

旅
行
雑
誌
編
集
者
、
ス
ペ
イ
ン
で

の
日
本
語
教
師
、
お
届
け
酵
母
パ

ン
屋
な
ど
多
彩
な
職
歴
を
経
て

協
力
隊
員
に
応
募
さ
れ
ま
し
た
。

今
後
は
、
小
規
模
多
機
能
介
護

事
業
所
『
夢
ふ
う
せ
ん

の
の

か
』
及
び
同
事
業
所
の
本
岐
サ
テ

ラ
イ
ト
施
設
（
４
月
開
設
予
定
）

で
活
動
す
る
予
定
で
す
。

地
域
お
こ
し
協
力
隊
員
の
藤
原
さ
ん
に
辞
令
交
付

▲式の最後に全員で記念撮影

税制改正により、軽自動車と小型・普通自動車との間の税負担水準格差の

見直しと、グリーン化を進める目的で、軽自動車税の標準税率の改正が行わ

れました。

津別町の軽自動車税も税条例改正により下記のとおり改正されました。

◆主な内容（登録年、燃費基準により細分化されました）

《４輪の軽自動車》 （単位：円）

※臼、渦、嘘のグリーン化特例対象車は新規取得の4輪の軽自動車のみ

お 願 い

軽自動車税は4月1日の所有者に課税されます。廃車・名義変更のお手続きは

お早めにお願いします。

問い合わせ先 住民企画課 税務収納グループ 緯76－2151（内線220、221）

改正後

現行税率車種区分

初年登録後
13年経過車
（H14年以前
の登録車）
＊重課税率

H27.4.1以降新規登録車

H27.3.31ま

での登録車
電気自動車

等嘘

H32年度燃費

基準+20％

達成車渦

H32年度

燃費基準

達成車臼

右の

臼、渦、嘘

以外の車両

12,9002,7005,4008,10010,8007,2007,200自家用
四輪乗用車

8,2001,8003,5005,2006,9005,5005,500営業用

初年登録後

13年経過車

電気自動車

等嘘

H27年度燃費

基準＋35％

達成車渦

H27年度燃費

基準+15%

達成車臼

右の

臼、渦、嘘

以外の車両

H27.3.31

までの登録

車

現行税率車種区分

6,0001,3002,5003,8005,0004,0004,000自家用
四輪貨物用

4,5001,0001,9002,9003,8003,0003,000営業用

改正後現行税率車種区分

2,0001,00050㏄以下

原動機付自転車
2,0001,20050㏄超90㏄以下

2,4001,60090㏄超125㏄以下

3,7002,500ミニカー（3輪以上20㏄超50㏄以下）

3,6002,400軽二輪（125㏄超～250㏄以下）

6,0004,000二輪の小型自動車（250㏄超）

2,0001,600農耕作業用
小型特殊自動車

5,9004,700その他

3,0002,400専ら雪上を走行するもの

《原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車等》 （単位：円）


